
 

○京田辺市火災予防条例における対象火気器具等を使用する露店等を開

設する際の関連条文の抜粋 

 

（液体燃料を使用する器具） 

第１８条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなけれ

ばならない。 

（１） 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等

及び可燃性の物品から次の各号に掲げる距離のうち、火災予防上安全

な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこと。 

ア 別表第３の左欄に掲げる種類等に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる

距離 

イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得

られる距離 

（２） 可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること

。 

（３） 地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用する

こと。 

（４） 地震等により容易に転倒又は落下するおそれのないような状態で使

用すること。 

（５） 不燃性の床上又は台上で使用すること。 

（６） 故障し、又は破損したものを使用しないこと。 

（７） 本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。 

（８） 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。 

（９） 器具の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他

の可燃物をみだりに放置しないこと。 

（９）の２ 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催

しに際して使用する場合にあっては、消火器の準備をした上で使用す

ること。 

（１０） 燃料漏れがないことを確認してから点火すること。 

（１１） 使用中は、器具を移動させ、又は燃料を補給しないこと。 



 

（１２） 漏れ、又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること。 

（１３） 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必

要な点検及び整備を行わせ、火災予防上有効に保持すること。 

２ 液体燃料を使用する移動式ストーブにあっては、前項に規定するもののほ

か、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する

装置を設けたものを使用しなければならない。 

（固体燃料を使用する器具） 

第１９条 固体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなけれ

ばならない。 

（１） 火鉢にあっては、底部に、遮熱のための空間を設け、又は砂等を入

れて使用すること。 

（２） 置ごたつにあっては、火入容器を金属以外の不燃材料で造った台上

に置いて使用すること。 

２ 前項に規定するもののほか、固体燃料を使用する器具の取扱いの基準につ

いては、前条第１項第１号から第９号の２までの規定を準用する。 

（気体燃料を使用する器具） 

第２０条 気体燃料を使用する器具に接続する金属管以外の管は、その器具に

応じた適当な長さとしなければならない。 

２ 前項に規定するもののほか、気体燃料を使用する器具の取扱いの基準につ

いては、第１８条第１項第１号から第１０号までの規定を準用する。 

（電気を熱源とする器具） 

第２１条 電気を熱源とする器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければ

ならない。 

（１） 通電した状態でみだりに放置しないこと。 

（２） 安全装置は、みだりに取りはずし、又はその器具に不適合なものと

取り替えないこと。 

２ 前項に規定するもののほか、電気を熱源とする器具の取扱いの基準につい

ては、第１８条第１項第１号から第７号まで、第９号及び第９号の２の規定

（器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物が発火するおそれのない器

具にあっては、同項第２号及び第５号から第７号までの規定に限る。）を準



 

用する。 

（使用に際し火災の発生のおそれのある器具） 

第２２条 火消つぼその他使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱い

の基準については、第１８条第１項第１号から第７号まで、第９号及び第９

号の２の規定を準用する。 

（指定催しの指定） 

第４２条の２ 消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する

屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当す

るもので、対象火気器具等（令第５条の２第１項に規定する対象火気器具等

をいう。以下同じ。）の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に

特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定

しなければならない。 

２ 消防長は、前項の規定により指定催しを指定しようとするときは、あらか

じめ、当該催しを主催する者の意見を聴かなければならない。ただし、当該

催しを主催する者から指定の求めがあったときは、この限りでない。 

３ 消防長は、第１項の規定により指定催しを指定したときは、遅滞なくその

旨を当該指定催しを主催する者に通知するとともに、公示しなければならな

い。 

（屋外催しに係る防火管理） 

第４２条の３ 前条第１項の指定催しを主催する者は、同項の指定を受けたと

きは、速やかに防火担当者を定め、当該指定催しを開催する日の１４日前ま

でに（当該指定催しを開催する日の１４日前の日以後に同項の指定を受けた

場合にあっては、防火担当者を定めた後遅滞なく）次の各号に掲げる火災予

防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務

を行わせなければならない。 

（１） 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関する

こと。 

（２） 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。 

（３） 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他

これらに類するもの（第４５条において「露店等」という。）及び客



 

席の火災予防上安全な配置に関すること。 

（４） 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。 

（５） 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関

すること。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。 

２ 前条第１項の指定催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の１４

日前までに（当該指定催しを開催する日の１４日前の日以後に同項の指定を

受けた場合にあっては、消防長が定める日までに）、前項の規定による計画

を消防長に提出しなければならない。 

（火災とまぎらわしい煙等を発するおそれがある行為等の届出） 

第４５条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を

消防長に届け出なければならない。 

（１） 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為 

（２） 煙火（がん具用煙火を除く。）の打上げ又は仕掛け 

（３） 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催

物の開催 

（４） 水道の断水又は減水 

（５） 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事 

（６） 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに

際して行う露店等の開設（対象火気器具等を使用する場合に限る。） 

（罰則） 

第４９条 次の各号の一に該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

（１） 第３０条の規定に違反して指定数量の５分の１以上指定数量未満の

危険物を貯蔵し、又は取り扱った者 

（２） 第３１条の規定に違反した者 

（３） 第３３条又は第３４条の規定に違反した者 

（４） 第４２条の３第２項の規定に違反して、同条第１項に規定する火災

予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者 

第５０条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む

。以下この項において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人



 

の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の

違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、

同条の刑を科する。 

２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又

は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被

告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 


